
様式２ 

審 議 速 報 

協議会を次のとおり開催した。 

協議会名称 
令和６年度第２回 

埼玉県大里地区福祉有償運送市町共同運営協議会 

開催日時 令和７年１月２９日(水) 午後２時から午後３時２０分まで 

開催場所 深谷市役所 ３階大会議室 

出席者 

※会長等◎ 

副会長等○ 

【住民等の代表】○中谷美智明、古郡真奈 

【福祉有償運送者代表】平野貴洋 

【大里地区を営業区域とするタクシー事業者団体の代表】内田雅彦 

【学識経験者】◎清水海隆、【埼玉運輸局】坂田 翔 

【埼玉県職員】坂爪広信、 

【市職員】茂木典夫、浅田朱美、町田理嘉  

欠席 ※委任状の提出あり 

【住民等の代表】岡本安明（※） 

【大里地区を営業区域とするタクシー事業者】清水保人（※） 

【タクシー運転者団体の代表】飯塚光弘（※） 

【埼玉県職員】近藤孝志（※） 

次回開催予定  令和７年５月頃 

問い合わせ先 

深谷市福祉健康部障害福祉課(市役所本庁舎１階) 

電話 ０４８－５７１－１０１１  

FAX  ０４８－５７４－６６６７ 

メールアドレス syougai@city.fukaya.lg.jp 

内容 

１ 協議及び報告 

⑴ 埼玉県大里地区福祉有償運送市町共同運営協議会運営指針の

改正について 

国の通達により、次の２点を改正。 

①運送しようとする旅客の範囲 

旅客の範囲の協議について、「福祉有償運送の旅客の該当性につ

いて、医師や福祉・介護の専門職が該当すると判断した者を含むこ

と」を明文化。 

②複数乗車の協議について 

「福祉有償運送における複数乗車の必要性の判断を、公共交通会議

等ではなく事業者自身が判断する」ように改正。 

協議した結果、改正が認められました。 

(2)自家用有償旅客運送に係る更新登録申請について（２団体） 

   ●ＮＰＯ法人 ＣＩＬひこうせん 

   協議の結果、追加及び再提出が必要な書類があるため、事務

局が書類の確認を行った後、協議が調ったこととします。 

   ●特定非営利活動法人 輝 



   協議の結果、追加提出が必要な書類があるため、事務局が書

類の確認を行った後、協議が調ったこととします。 

 (3) 自家用有償旅客運送に係る変更登録申請について（２団体） 

   ●社会福祉法人 熊谷福祉の里 

    協議の結果、特に指摘はなく協議が調いました。 

   ●社会福祉法人 埼玉のぞみの園 

    協議の結果、特に指摘はなく協議が調いました。 

 (4) 自家用有償旅客運送に係る変更登録申請の取下げについて

（１団体） 

   ●社会福祉法人 埼玉療育友の会 

第 1 回の協議により、提出書類に確認事項があったため、

追加書類提出後、協議に諮ることとしていたが、第 2 回の協

議会で取下げ書の提出がありました。 

 (5)軽微な変更について 

８団体からの軽微な変更届について、特に指摘はなく協議が

調いました。 

①特定非営利活動法人 K ファミリー 

 …法人住所変更 

②社会福祉法人埼玉療育友の会 

     …車両 1 台減 

③社会福祉法人寄居町社会福祉協議会 

 …車両 1 台増 1 台減 

④NPO 法人 CIL ひこうせん 

           …車両 1 台増 1 台減 

           …車両 2 台増 

⑤社会福祉法人埼玉のぞみの園 

…運行管理責任者変更 

⑥社会福祉法人はぐくむ会 

      …車両 1 台増 1 台減 

⑦特定非営利活動法人フレンズクラブ 

…車両 1 台増 1 台減 

⑧特定非営利活動法人輝 

…法人及び事務所の住所変更 

…車両 1 台増 

…車両 1 台増 1 台減 

…車両 1 台増 10 台減 

 (6) 運転者の体調確認・アルコールチェック報告書及び車両写真

について 

   ２６団体から関係書類が提出され、指摘事項は特にありませ

んでした。 

 (7)自家用有償旅客運送輸送実績報告書（令和６年度上半期分）

について 

    ２６団体から実績報告が提出され、事故報告 1 件、苦情報

告 1 件について報告しました。 

 

 


